
訪問介護事業所第 2清鈴園 

重要事項及びサービス内容説明書 

 

あなたに対する第一号訪問介護（介護予防訪問介護相当サービス）又は訪問介護サービス

の提供開始にあたり、当事業所があなたに説明すべき事項は次の通りです。 

１． 事業者 

 事業者の名称 社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団 

事業者の所在地 広島県廿日市市原１０３６２番地の２ 

代表者名 理事長  西嶋 佳弘 

電話番号 0829-38-0011 

設立年月日 １９６７（昭和４２）年３月２８日 

 

２． ご利用の事業所 

事業所の名称 訪問介護事業所第２清鈴園 

事業所の所在地 広島県廿日市市阿品四丁目 51番 32号 

管理者の氏名 小野 誠之 

電話番号 0829-36-2552 

ファクシミリ番号 0829-36-2550 

介護保険事業所番号 ３４７２７００１６４号 

 

３．通常の事業の実施地域 

実施地域 廿日市市（旧廿日市市地区、旧大野町地区） 

  

４．当該所在地で実施する事業 

事業の種類 指定年月日又は事業開始年度 指定番号 
利用 

定数 
ケアハウス 1995（平成7）年 3月1日  30人 

介護老人福祉施設 1995（平成7）年 3月20日 3472700198 64人 

通所介護型サービス 2006（平成18）年 4月 1日 3472700172 30人 

通所介護 2000（平成12）年 2月 22日 3472700172 30人 

介護予防認知症対応型 

通所介護 
2006（平成18）年 4月 1日 3472700172 12人 

認知症対応型通所介護 2000（平成12）年 2月 22日 3472700172 12人 

介護予防短期入所生活介

護 
2006（平成18）年 4月 1日 3472700180 6人 

短期入所生活介護 2000（平成12）年 2月 22日 3472700180 6人 

居宅介護支援 1999（平成11）年 9月 10日 3472700032 

 介護予防支援 2024（令和6）年 4月1日 3472700032 

生活援助型訪問サービス 2006（平成18）年 4月 1日 3472700164 

訪問介護型サービス 2000（平成12）年 4月 1日 3472700164  

身体障害者居宅介護 2003（平成15）年 3月 14日 3412700167 

 知的障害者居宅介護 2003（平成15）年 3月 14日 3412700167 

精神障害者居宅介護 2003（平成15）年 4月１日 3412700167 

老人介護支援センター 1992（平成4）年 4月1日 その他のサービス 



子どもの居場所支援事業 2019（令和元）年 12月 9日 

学習支援事業 2023（令和5）年 4月1日 

 

５．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 介護保険法の定めるところにより､ご契約者（利用者）が可能な限りそ

の居宅において､豊でかつその能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるように支援すると共に､利用者の身体の清潔の保持、心

身機能の維持等を図ることを目的とします。 

運営の方針 事業の運営､サービスの提供にあたっては関係法令､省令､告示及

び、県条例、県告示に適合することはもとより､次のことを基本方針と

します。 

(1)利用者又はその家族（以下「利用者等」という。）の心身の状況を

踏まえ､その有する能力に応じて可能な限り居宅において自立した

日常生活を営むことができるよう､身体介護及び生活支援等の介

護､その他生活全般にわたる必要な介護を行います。 

(2)利用者等の自己決定を尊重し、選択利用に必要な情報を適切に提

供し､意向に沿ったサービスの提供に努めます。 

(3)正当な理由なくサービスの提供を拒まずまた､サービス提供にあ

たっては居宅介護支援事業者及び福祉､保健､医療、地域包括支

援センターや公私のサービスと連携し効果的なサービス提供に努

めます。 

 

６．事業所の職員体制 

（１）職員体制 

① 管理者 １名（常勤） 

管理者は，事業所の従事者及び業務の管理にあたります。 

② サービス提供責任者 ３名以上（常勤、兼務） 

サービス提供責任者は､訪問介護の利用申し込みに関わる調整､訪問介護員に対する技

術的な指導及び第一号訪問介護計画の作成等を行ないます。 

③ 訪問介護員 １２名以上（サービス提供責任者と兼務３名） 

（２）従業者の資格等 

職     種 員 数 勤 務 体 制 

介護福祉士 １０名 常 勤 ３名，非常勤 ７名 

実務者研修修了者 １名  常 勤 ０名、非常勤 １名 

介護職員初任者研修修了者 ３名 常 勤 ０名、非常勤 ３名 

（３）管理者・サービス提供責任者及び訪問事業責任者 

事業所の管理者及びサービス提供責任者（訪問事業責任者）は下記のとおりです。 

 管理者の氏名 小野 誠之 

サービス提供責任者 

（訪問事業責任者）の氏名 
景山 洋子 

 

７.営業日 

営業日 月曜日から土曜日まで 

営業時間 原則として、０時００分から２４時００分 

 



８.提供するサービス概要 

サービス内容 提 供 方 針 

身体介護 

 ・入浴介助 

 

 ・排泄介助 

 

 ・食事介助 

 ・衣類の着脱 

 ・身体の清拭､洗髪 

 ・通院介助 

 

生活援助 

・調理 

 

・洗濯 

 

・買い物 

 

 ・掃除 

 

その他の介護 

 

相談 

連絡調整 

 

希望者で健康状態に異常が認められない方について､身体の

状態に合わせて入浴の介助をします。 

身体の状態に合わせておむつ交換、ポータブルトイレへの介

助等の排泄介助をします。 

身体の状態に合わせて、食事の介助をします。 

身体の状態に合わせて衣類の着脱の介助をします。 

身体の状態に合わせて清拭及び洗髪の介助をします。 

必要に応じて通院の介助をします。ただし、通院に要する費

用（交通費等）については､自己負担していただきます。 

 

ご本人の食事の調理をします。食材料費は自己負担となりま

す。原則ご家族分の調理は行いません。 

ご本人の衣類等の洗濯を行います。原則ご家族分の洗濯は行

いません。 

ご本人の日常生活に必要となる買い物を行います（預金・貯

金の引き出しや預け入れは行いません）。 

ご本人の居室、使われているお部屋の掃除をします。 

原則、ご家族の共有スペースの掃除は行いません。 

上記身体介護及び生活援助の他に必要と認められる介護を行

います。 

ご本人､ご家族の相談に応じます。 

サービス上必要に応じて居宅介護支援事業者をはじめ関係サ

ービス事務所等との連絡調整をいたします。 

 

９． サービスの提供にあたって 

（１） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険

者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（２） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して

行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の

申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30日前には

なされるよう、必要な援助を行います。 

（３） 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に

基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容等を記載した｢訪問介護計画｣を作成します。な

お、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意

を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 

（４） サービス提供は「訪問介護計画｣に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、

利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができ

ます。 

（５） 訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業

者が行います。実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮



を行います。 

 

１０． 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 施設福祉サービス部長 ・ 谷栖 博一 

（２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

（３） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 

 

１１． 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１） 利用者及びその家

族に関する秘密の

保持について 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人

情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものと

します。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）

は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族

の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終

了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者で

なくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、

従業者との雇用契約の内容とします。  

（２） 個人情報の保護に

ついて 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いませ

ん。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書

で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家

族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれ

る記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）につ

いては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の

際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じて

その内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、

追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、

利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとし

ます。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の

負担となります。)  



１２． 身分証携行義務 

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から

提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１３． 心身の状況の把握 

指定訪問介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１４． 居宅介護支援事業者等との連携 

(１) 指定訪問介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サ

ービスの提供者と密接な連携に努めます。 

(２) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の

写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

(３) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

１５． サービス提供の記録 

(１) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービ

スを提供した日から 5年間保存します。 

(２) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

 

１６． 利用料 

別紙の通りです。 

 

１７． 利用料の支払い方法 

（１） 当事業所では､あなたに対し､毎月１８日までに､前月のサービスの提供日､利用料等

の内訳を記載した利用料明細書を作成し､請求書に添付して送付します。 

（２） 毎月の利用料は、原則として乙が指定する口座払込の方法で、翌月２７日（※ゆう貯

の場合は２５日）（２５日，２７日が土曜日及び日曜日、または祝祭日の場合は、翌

営業日）にお支払い下さい。 

（３） 介護保険法令に基づいて､保険給付を償還払い（いったんあなたが当方に対し全額を

支払い、その後、あなたは市町村から９割分の払戻を受ける方法）の方法でお支払の

場合は､お申し付け下さい。 

（４） 支払を受けたときは、あなたに対し領収書を発行します。領収書には、当方が提供す

る各種サービスごとの介護保険給付の対象となるものと対象外との区別、領収金額の

内訳を明示します。 

 

１８． キャンセル料 

  正当な理由なく訪問介護サービスをキャンセルした場合には､以下の通りキャンセル料を

いただきます。 

    前々日までのキャンセル：利用料自己負担分  無料 

    前日のキャンセル   ：利用料自己負担分の５０％ 

    当日のキャンセル   ：利用料自己負担分の１００％ 



 但し、介護予防訪問介護サービスの場合、キャンセル料は発生しません。 

 

１９． 保険給付請求のための証明書の交付 

サービス提供証明書が必要な場合は､いつでも交付しますので､お申し出下さい。 

 

２０． 苦情申立先 

お客様相談室 
（福祉総務課） 

窓口担当者  武田 道彦 

時   間    毎月曜日から金曜日 10時～17時 

方   法     電話 （0829－36－2552） 

お電話でお聞かせいただくか，当方から訪問させていただ

きます。 

ご意見箱 玄関にお客様ご意見箱を設置しております。 

なお､下記においても受け付けております。 

廿日市市 

健康福祉部 高齢介護課 

所在地   廿日市市新宮 1-13-1 

電話番号  0829－30－9155 

時  間   平日午前８時３０分～午後５時１５分まで 

広島県 

国民健康保健団体連合会 

所在地  広島市中区東白島町１９番４９号国保会館 

電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

時 間   平日午前８時３０分～午後５時１５分まで 

 

２１． 第三者評価の実施状況について 

実施の有無  無（2025年 4月現在） 

実施した直近の年月日 - 

実施した評価機関の名称 - 

評価結果の開示状況 - 

 

２２． 担当職員の変更 

当事業者は､担当の職員の退職､定期移動等により担当の職員を変更することがありま

す。その場合には､事前にお知らせいたします。 

 

２３． 事故発生時の対応方法 

（１） 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当

該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者

等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。 

（２） 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

（３） 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、不可効力による場合

を除き、速やかに契約者に対して損害を賠償します。 

（４） 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、その原因を解明し、再

発防止のための対策を講じます。 

（５） 事業所に連絡するとともに、利用者の主治医又は医療機関への連絡を行ない、医師

の指示に従います。 

（６） 急を要する場合は、事業者の判断により、救急車を要請し、事後報告となる場合も

あります。 

 

 



２４． 緊急時の対応方法 

（１） 緊急時訪問介護は、利用者又はその家族から「居宅サービス計画」に位置付けられ

ていない身体介護サービスの要請を受け、要請を受けてから 24時間以内に行なった

場合とします。 

（２） 緊急時訪問介護は、1回の要請につき 1回を限度とします。 

（３） 緊急時訪問介護は、サービス提供責任者が事前に介護支援専門員と連携をとりその

必要性があると判断した場合に行ないます。やむを得ず事前に介護支援専門員と連

絡が取れなかった場合は、事後に介護支援専門員によって判断された場合に算定し

ます。 

（４） 緊急時の訪問介護の所用時間及び所定単位数は、要請内容をもってサービス提供責

任者と介護支援専門員と連携を図った上で判断します。 

（５） 緊急時の訪問介護に要した時間が２０分未満であっても３０分未満の身体介護中心

型の所定単位で算定します。 

（６） 緊急時訪問介護を行なった場合は要請時間、要請内容、訪問介護の提供時刻及び緊

急時訪問介護加算算定の対象である旨等を記録します。 

（７） 緊急時訪問介護の対応時間は、7.営業日の営業日及び営業時間に対応します。 

（８） 緊急時訪問介護の連絡先は、2.ご利用の事業所で対応します。 

 

２５． 衛生管理等 

（１） 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

ます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底し

ています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

２６． 業務継続計画の策定等について 

(１) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計

画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(２) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

(３) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

２７． 利用契約者について 

（１） 当事業所利用希望者との間に利用契約を行なうにあたっては､本「重要事項及サービ

ス内容説明書」の説明を行い、その内容を了解した場合に書面をもって行ないます。 

（２） 認知症高齢者等、意思能力に問題がある利用者の場合は､成年後見人制度を利用する

か､またはその程度にいたらない利用者の場合も､契約の理解に難がある場合は､家族

や地域権利擁護制度の「生活支援員」等の立ち会いを求めることがあります。 

 



説明年月日 ２０  年   月   日 

 

介護予防訪問介護サービス又は訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき

重要事項の説明を行いました。 

 

事業者名    社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団 

代表者名           西嶋  佳弘 

事業所名    訪問介護事業所第２清鈴園 

管理者名           小野  誠之   

 

説明者氏名                      

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項説明書の交付、説明を受け、生活援助型訪

問サービス又は訪問介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

利用者住所                      

 

氏  名                       

 

私は、本人に代わり、上記署名しました。 

 

本人との関係                     

 

住  所                       

 

氏  名                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



苦 情 解 決 等 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業部門 利 用 者 

事業部門 

お客様相談室 

または第三者委員 

 

苦情等の発生 

サービス向上委員会への報告 

職員への事実

確認 

担当：所属長 

   施設長 

利用者への事実

確認 

担当：所属長 

ケアマネジャー 

両 事 実 の 照 合 

担当：施設長、所属長 

    利用者事実確認者 

苦情か誤解か要望かの判断と確定 

サービス向上委員会 

委員会からの解決方法提案 

取り組み結果の委員会への報告 

委員会の評価・法人委員会への報告（第三者委員も含む） 

事実確認者の利用者への満足度

確認 

苦情等の申出 

施設長 

または所属長 

苦情受付窓口 

お客様相談室 

廿日市高齢者ケアセンター 

１階 事務室内 

電話番号 0829-36-2552 

ＦＡＸ番号 0829-36-2550 

受付担当 武田 道彦 

 

第三者委員 

西浦 紘子  

廿日市市峰高 1丁目 8-25 

 電話番号 0829-38-6630 

今石 正人 

広島市安佐北区口田 2-15-20 

電話番号 082-843-5755 

事業所での解決方法の検討、取り組み方法の決定 

及び実行、利用者への報告と満足度の確認 


